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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年８月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月３０日 ０６時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市林崎
はやしざき

漁港西南西方沖 

 江埼灯台から真方位２７１°６.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３６.５′ 東経１３４°５２.１′） 

事故の概要 漁船針屋
は り や

丸は、西南西進中、また、漁船恵
けい

誠
せい

丸は、東北東進中、両

船が衝突した。 

 針屋丸は、右舷船首部外板に破損を生じ、恵誠丸は、船首部外板及

び操舵室上部に破損を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 針屋丸、８.５トン 

   ＨＧ２－７００６（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.８５ｍ×３.６８ｍ×１.２８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５０２kＷ（動力漁船登録票による）、平成１

３年１０月２９日 

Ｂ 漁船 恵誠丸、２.２トン 

   ＨＧ－６０２０６、個人所有 

   ７.９３ｍ（Lr）×２.１８ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８０.９kＷ、平成７年７月 

第２６０－３４２６９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年２月１４日 

    免許証交付日 平成２８年７月２６日 

           （平成３４年４月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年４月１５日 

    免許証交付日 平成２５年５月２８日 

           （平成３１年５月２４日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に破損 

Ｂ 船首部外板及び操舵室上部に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時４７分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、林崎漁港西南西方沖約７.０

Ｍに所在する鹿ノ瀬にのり
．．

養殖で使用する冷凍のり
．．

網を設置する目的

で、平成２８年１１月３０日０６時００分ごろ、法定灯火を表示し、

マストの頂部に黄色の回転灯を点灯して同漁港を出港した。 

 Ａ船は、高蔵
たかくら

瀬
せ

東灯浮標の南側に船首を向け、約２２ノット（kn）

の速力（対地速力、以下同じ。）で西南西進中、船長Ａが、操縦席に

腰を掛けて手動操舵で操縦していたところ、同灯浮標の南西方に２個

の紅灯を視認して引き縄漁船２隻が東進していることに気付き、左転

して同漁船２隻の船首方約１００～１５０ｍを南進した後、針路を戻

した。 

 船長Ａは、西南西進中、０６時２０分ごろ突然衝撃を感じて右舷船

首方を見たところ、Ａ船の船首方向とほぼ反方位となる方向に船首を

向けたＢ船がＡ船に接触している状況を認め、Ｂ船と衝突したことを

知り、一旦主機を微速前進として離れた後、右舵を取ってＢ船に接舷

した。 

船長Ａは、船長Ｂの無事と両船の損傷状況を確認し、損傷したＢ船

の船首部材が落下しないようにロープで固定した後、Ａ船の所属する

漁業協同組合に本事故の発生を連絡した。 

船長Ａから連絡を受けた漁業協同組合は、海上保安庁に本事故の発

生を通報した。 

船長Ａは、船長Ｂが１人で航行することに不安を感じている旨を訴

えたので、乗組員１人をＢ船に移乗させた。 

Ａ船は、鹿ノ瀬まで進行して冷凍のり
．．

網を設置したのち、１３時０

０分ごろ林崎漁港に戻った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、引き縄漁の

目的で兵庫県東播磨
ひがしはりま

港を出港し、高蔵瀬に至った後、約１knの速力で

東北東進し、０６時１５分ごろ引き縄を海中に投下し始めたところ、

０６時１７分ごろ引き縄が絡み合った。 

船長Ｂは、船尾端に置いたビールケースに船尾方を向いて腰を掛

け、絡んだ引き縄を解き始め、約３～４分後、絡んだ引き縄を解き終

えて立ち上がり、ふと船首方を見た時、左舷船首方至近に白灯１個を

視認してＡ船の存在に気付き、Ｂ船の船尾甲板左舷に設置していた主

機のクラッチレバーを中立とし、操舵室の上方を覆っていたオーニン
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グの支柱にしがみつき、頭を下げて身構えた。 

船長Ｂは、０６時２０分ごろ衝撃を感じてＡ船と衝突したことを知

り、負傷はなかったものの、その場に座り込んだまま動くことができ

なくなった。 

Ｂ船は、気を持ち直した船長Ｂが、立ち上がって操縦し、Ａ船を離

れて帰航を始めたものの、すぐに不安を感じてＡ船近くに引き返し、

Ａ船の乗組員１人を移乗させて航行を再開し、東播磨港に戻った。 

船長Ｂは、Ｂ船の所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡し

た。 

船長Ｂから連絡を受けた漁業協同組合は、海上保安庁に本事故の発

生を通報した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 事故発生直後のＡ船、写真

２ 事故発生直後のＢ船 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、船長Ａを除く乗組員３人が、船尾甲板で船尾

方を向いて立ち、前方からの寒風を避けていた。 

船長Ａは、本事故の発生まで、漁の時季外れである１１月に高蔵瀬

で漁船を見掛けたことがなかったので漁船がいないものと思っていた

ところ、２隻の漁船を認めて避けた。 

船長Ａは、いないものと思っていた漁船を２隻も避けたので、他に

は船舶がいないだろうと思って油断したことから、前路にいたＢ船の

灯火を見落としたかもしれないと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、海中に投下していた引き縄が絡み合った際、周囲の見張

りを行いながら絡んだ引き縄を解けば良かったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、高蔵瀬を西南西進中、船長Ａが、いないものと思っていた

漁船を２隻も避けたので他には船舶がいないだろうと思い、前路の見

張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、

Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、高蔵瀬を東北東進中、船長Ｂが、絡んだ引き縄を解いてい

て周囲の見張りを行っていなかったことから、Ａ船に気付かずに航行

し、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、林崎漁港西南西方沖において、Ａ船が西南西進

中、Ｂ船が東北東進中、船長Ａ及び船長Ｂが、共に見張りを適切に行

っていなかったため、接近する相手船に気付かず、両船が衝突したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 事故発生直後のＡ船 
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写真２ 事故発生直後のＢ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


